
　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、当協会の事業運営に格別のご支援ご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。標題につきご連絡致します。

外部リンク ＵＲＬ

「お知らせ」　　
◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇ 災害統計　◆年間　愛知県と西尾市   ◆９月単月西尾市

「講習・セミナー」
　 詳しくは西尾労働基準協会ホームページでご確認願います
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１．日時：2024年１２月３日㈫　受付13:00　開演13:30　終了16:30　

2．場所：西尾駅前コンベンションホール　２階ホール　

西尾労働基準協会　行 2024年　　月　　日

FAX(0563)56-0244 

１２月３日労働法セミナーに出席します　＊参加希望の事業所のみ西尾協会までFAXください

　事業所　　　　　 　 　　役職・氏名

労働法の基礎を分かりやすく学ぶ  無料セミナー　申込書

　　労働法の基礎をを学ぶ内容で定期的に情勢を確認頂く場として毎年実施しています。
　　経営者、人事責任者向けで県下１０会場で開催中です。＊会員、非会員問わず募集
　　　　　　　　　　　定員は７０名　提出納期１１月２７日㈬

【指導課より】改正育児・介護休業法及び    次世代育成支援対策推進法　説明会

会員各位 令和６年１１月１日
西尾労働基準協会

会報２０２４年１１月号　目次のご案内

⻄尾労働基準協会 (nishio-rouki.com)
１１月１日㈮　掲載

【参加案内】 育児支援＆リスキング推進セミナー（無料）
　　　　　　　　　１２月１８日㈬　安城市アンフォーレ

【再掲載　】 第一種衛生管理者　他１７免許試験
　　　　　　　　　受験申請がオンラインで可能に　　令和６年４月開始

「会報」
監督署の窓　　11月は労働災害保険強化月間　加入していますか？労働保険

【指導課より】　年次次有給休暇の活用

【活用ください】事例：新しい化学物質管理　洗浄・清掃編ができました。
　　　　　　　　　特に第三次産業の皆様向けを意識して作りましたが、
　　　　　　　　　家庭でも一緒ですので安全のため家族に正しくお伝えください。

労務管理　11,12,1月講習会開催予定（11月HP掲載用）

再



加入していますか？ 労働保険 

    

11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。 

正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を 1 人でも雇

っている事業場は労働保険に加入する必要があります。 

 

労働保険とは 

 労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。 

 労働者を一人でも雇用していれば、加入手続きを行わなければなりません。（農林水

産の一部の事業は除きます。） 

 

労災保険とは 

 労働者の方が業務中や通勤途上に災害にあった場合、必要な保険給付を行い、被

災された方や遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うため

の保険制度です。 

 

雇用保険とは 

 労働者の方が失業した場合に、失業等給付を支給したり再就職を促進する事業を

行うための保険制度です。 

 

成立手続きを怠った場合は 

 事業主が故意または重大な過失により、労働保険関係成立届（労働保険への加入

届）を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業

主から①～②を徴収することになります。（労災保険未手続事業主に対する費用徴収

制度） 

① 最大 2 年間遡った労働保険料及び追徴金（10％） 

② 以下により、労災保険給付額の 100％又は 40％ 

（1）労働保険の加入手続きについて労働局職員等から加入勧奨・指導を受けて

いた場合 

                      ⇓ 

事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の

100％を事業主から徴収 

（2）（1）以外で、労働保険の適用事業となってから（労働者を雇用してから）1 年

を経過していた場合 

                      ⇓ 



事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給

付額の 40％を事業主から徴収 

 

＜費用徴収の実施例＞ 

 A 社では、いままで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払いが負担に

なることから、労災保険の成立手続きを行っていませんでした。 

 ところが、先般、従業員 B（賃金日額 1 万円）が労災事故が原因で死亡し、遺族の方

に対し労災保険から遺族補償一時金の支給が行われました。 

 A 社について、労災保険の成立手続を行うよう指導を受けた事実はないものの、労

災保険の適用事業となった時から 1 年を経過してなお手続きを行わない場合には、

「重大な過失」により手続を行わなかったものと認定され、保険給付額の 40％の金額

が徴収されることになります。 

 この場合の費用徴収の額はおおむね次のとおりとなります。 

 

遺族補償一時金の額（10,000 円（労働者の賃金日額）×1,000 日分）×40％＝

4,000,000 円 

 

 事業主は、正社員、アルバイト、パートなどの労働者を一人でも雇ったら労働保険の

加入義務があります。 

 労働保険の加入手続きには、①事業主が労働基準監督署に直接行う方法と②労働

保険事務組合に委託して代わりに行ってもらう方法があります。 

 労働保険は、労働災害等から大切な労働者・家族を守るだけでなく、会社（事業主）

を守る保険でもあります。 

 労働者を一人でも雇ったら、①労働基準監督署または②労働保険事務組合で加入

手続きを行ってください。 

 

 















会　員 非会員

令和６年度　愛知県下各協会合同開催事業 開催予定表　（当協会も主催機関です）

種別 講 　 習 　 会 　 名 QRコード 11月 12月 1月
会費（単位：円）

会  場

労
働
法
令

総
合
講
座

1.労働実務基礎講習(半日) 20 10 無  料 名北労働基準協会 他

2.労働実務総合研修(1日) 11 10,000 13,330 名北労働基準協会

9

 全日
36,700

 全日
44,500

名北労働基準協会

4.建設業雇用管理者研修(１日) 19 9 無　料 名北労働基準協会 他

3.労働実務専門講座(4日間) 15

労
働
問
題

セ
ミ
ナ
ー

1.労働問題総合対策セミナー 17 無　料 岡谷鋼機名古屋公会堂

2.労働トラブル防止総合講座 6 6,900 9,130 名北労働基準協会

社
員
教
育

1.管理能力向上研修 6,000 7,000 名北労働基準協会

2.メンタルヘルス管理者研修 26 6,000 7,000 名北労働基準協会

6,000 7,000 名北労働基準協会

4.ハラスメント防止研修 5 30 6,000 7,000 名北労働基準協会

3.人事考課者研修 16

名北労働基準協会

6.採用担当者研修 5 6,000 7,000 名北労働基準協会

5.ハラスメント相談担当者研修 10 6,000 7,000

1～3

4～6



        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

5 (1) 6 8
食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 3 3
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 2 (1)
そ の 他 2 3 5

6 (1) 3 (1) 6 (1)
 土 木 工 事 業

建 築 工 事 業 4 3 (1) 6 (1)
そ の 他 2 (1)

1 5 (1) 10 (3)
6 (5) 3 (1) 4 (2)

 卸 売 業 2 2
小 売 業 5 (4) 1 (1) 2 (2)
そ の 他 1 (1)

1 3 4
2 (1) 2 (1) 3 (1)

21 (8) 22 (4) 35 (7)

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和6年10月7日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和6年速報値 令和5年同時期(速報値) 令和5年確定値

合 計

製 造 業

建 設 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業
商 業

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業
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月別死亡災害発生状況積算グラフ

令和4年

令和5年

令和6年



11 50 36 土 石 採 取 業

食 料 品 製 造 業 2 8 9 建 設 業 2 10 8

繊維工業・繊維製品製造業 1 4 1 道 路 旅 客 運 送 業 1

木材木製品・木製家具製造業 道 路 貨 物 運 送 業 6 9

紙加工品製造業・印刷製本業 陸 上 貨 物 取 扱 業 2

化 学 工 業 2 7 3 商 業 3 15 23

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 1 3 1 金 融 ・ 広 告 業

鉄鋼業 ・ 非鉄金属製造業 3 7 7 保 健 衛 生 業 1 11 13

金属製品、金属家具製造業 6 2 接 客 娯 楽 業 6 7

一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 4 清 掃 業 1 4 2

電 気 機 械 器 具 製 造 業 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 10 9 そ の 他 の 事 業 11 9

そ の 他 の 製 造 業 2 合　　　計 18 113 110

製
　
　
　
造
　
　
　
業

小　　　　　計

（　　）内は死亡者数を外数で表す。

（令和6年9月末現在）岡崎労働基準監督署西尾支署管内労働災害発生状況

業　　　種
6 年 9 月
受 付 件 数

6 年
発 生 件 数

5 年
同 期

業　　　　種
6 年 9 月
受 付 件 数

6 年
発 生 件 数

5 年
同 期



死傷 死亡 死傷 死亡 増減数 増減率

50 36 +14 +38.9% 

食 料 品 製 造 業 8 9 -1 -11.1% 

繊 維 工 業 4 +4 －　　

鉄 鋼 業 5 5 0 0.0% 

金 属 製 品 5 2 +3 +150.0% 

一 般 機 械 器 具 3 4 -1 -25.0% 

輸 送 機 械 製 造 10 9 +1 +11.1% 

上 記 以 外 の 製 造 業 15 7 +8 +114.3% 

10 8 +2 +25.0% 

土 木 工 事 業 5 +5 －　　

建 築 工 事 業 4 5 -1 -20.0% 

そ の 他 の 建 設 業 1 3 -2 -66.7% 

6 11 -5 -45.5% 

14 19 -5 -26.3% 

新 聞 販 売 1 3 -2 -66.7% 

そ の 他 の 小 売 業 13 16 -3 -18.8% 

3 +3 －　　

7 11 -4 -36.4% 

3 5 -2 -40.0% 

4 2 +2 +100.0% 

16 18 -2 -11.1% 

113 0 110 0 +3 +2.7% 合 計

※　死亡者数は内数

飲 食 店

清 掃 ・ と 畜 業

上 記 以 外 の 事 業

通 信 業

社 会 福 祉 施 設

 

陸 上 貨 物 運 送 事 業

小 売 業

建 設 業

令和6年　西尾支署業種別労働災害発生状況
令和6年9月末現在

        　         　　 　　 年    別
  業   種 令和6年 令和5年 増　　減

製 造 業


